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平成２１年度 第２回 芦屋市保育所・幼稚園あり方検討委員会議事録 
日   時 平成２２年１月２８日（木） １８：００～１９：３０ 
場   所 北館４階 教育委員会室 
出  席  者 (委員) 

委員長  千葉武夫 
 吉岡眞知子・齋藤隆子・粟田沙織・相井千葉・島山清史・宗政多津子 
・柴ひろ 

 （欠席委員）大屋鋪恵美 
 

(事務局等) 
磯森保健福祉部長・波多野管理部長・水谷保健福祉部主幹（保育所担当
課長）・中務管理課長・棚原博子こども課課長補佐・中川文子こども課課
長補佐・長岡管理課課長補佐・小川管理課主査 

事 務 局      保健福祉部こども課・教育委員会管理部管理課 
会議の公開      ■ 公 開 
傍 聴 者 数      １名 
 

１ 開会 

水 谷 課 長  ）  定刻になりましたので，ただいまから第２回芦屋市保育所・幼稚園あり 

方検討委員会を開催させていただきます。皆様におかれましては，ご多忙

のところご出席をいただき，誠にありがとうございます。本日は，大屋鋪

委員がご欠席のご連絡をいただいております。 

次に定足数の確認・報告でございますが，芦屋市保育所・幼稚園あり方

検討委員会設置要綱第６条の規定により，「委員の過半数以上の出席がな

ければ会議を開くことができない」となっており。本日は委員９名中８名

のご出席をいただいておりますので，本委員会は成立しておりますことを

ご報告いたします。 

それでは，ただいまより議事に入りますが，会議の進行につきましては，

千葉委員長にお願いしたいと存じます。その前にこの会議についてです

が，芦屋市情報公開条例第１９条の規定により，附属機関等の行う会議に

つきましては，原則公開となっております。ただし，非公開情報が含まれ

る事項の場合及び公開することで，会議の構成又は円滑な運営に著しい支

障が生ずると認められる場合につきましては，会議出席者の２／３以上の

賛成がある場合は，公開しないことが出来ると規定されています。本会議

の案件につきましては，非公開情報は含まれておらず，会議の構成又は円

滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合にも該当いたしません

ので，公開といたします。 

また会議につきましては，発言者や発言内容についても公開といたしま

す。 

会議録の作成・公表にあたり正確を期するため，レコーダーによって録

音させていただきます。 

また，本日は，傍聴者の方が０名です。委員長，ご了承の程よろしいで

しょうか。（後に１名入室） 

 

委 員 長 ）  委員の皆様，ただいまの事務局からの会議の公開等の件はよろしいでし
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ょうか。 

（各委員異議なし） 

委 員 長 ）   前回齊藤委員はご欠席でしたので，齊藤委員から簡単に一言ご挨拶い

ただけますでしょうか。 

齋 藤 委 員 ）  齋藤委員あいさつ。 

委 員 長 ）  ありがとうございました。なお，前回齊藤委員がご欠席されていました

ので，再度各委員の皆様のお名前と出身団体等を自己紹介していただき

たいと存じます。 

（各委員順番に自己紹介） 

委 員 長 ）  ありがとうございました。それでは，次に本日の資料の確認を事務局の

方でお願いします。 

水 谷 課 長 ）  資料の確認 

委 員 長 ）  それでは，議題１の「前回のまとめ」について，事務局からの説明をお

願いいたします。 
水 谷 課 長 ）  前回の概要でございますが，簡単に説明させていただきます。委員長の 

選任と副委員長の指名，今回のあり方検討委員会の設置要綱，今後の委員

会のスケジュール，芦屋市の保育所・幼稚園の現状について，これについ

ては資料を交えて保育所担当と幼稚園担当で説明させていただいており

ます。その後，皆様の御意見をいただき，質疑応答でございました。その

後，質疑応答の中から資料の請求がございました。 

委 員 長 ）   ありがとうございました。 

         前回提出依頼のありました資料の説明のほうを事務局のほうからお願い

いたします。 

事 務 局 ）           （資料説明・水谷課長） 

                  （資料説明・中務課長） 

委 員 長 ）   ありがとうございました。 

          ただいま前回の概要と提出資料について説明がありましたが，何か御

質問等はございますか。 

宗 政 委 員 ）   保育所の今現在の待機児童数というのは国基準での待機児童数です 

か。 

磯 森 部 長 ）   昨年の４月１日現在で３１人です。 

水 谷 課 長 ）   そこからあまり増えてはいないと思います。 

磯 森 部 長 ）   今言いました３１人というのは公立・私立合わせての数です。 

宗 政 委 員 ）   現在はもっと多い印象があります。 

水 谷 課 長 ）   待機児童が増えれば，それなりに増えていきますが，数が大幅に増え 

ている状態ではないと思います。 

委 員 長 ）    他にございますか。 

吉 岡 委 員 ）   幼稚園で，空き教室があった場合にどのように利用するのか，取り決

めがあるのですか。 

事 務 局 ）    特段取り決めというのはございません。各幼稚園が一時転用という

ことで，工夫をして図書室や道具室，ＰＴＡ室ということで一時使用を

されております。 

吉 岡 委 員 ）   前回もありましたが，園庭開放や，地域の未就園児に１部屋を貸すと

か，そういうのは行っていないのですか。そういうのも園に任せられて
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いるのでしょうか。 

柴 委 員 ）  子育てということで，幼稚園の施設を使うということは，週に２回程あ

ります。 

吉 岡 委 員 ）  それは各園ですか。 

柴 委 員 ）  そうです。それは地域の自主的な保護者の活動を主としたものです。そ

のときには１部屋をお貸しします。あるいは園庭，ホールをお貸ししたり

もしています。それから，子育てセンターが中心になりながら，土曜日の

午後は園庭やホールを貸し出ししております。 

委 員 長 ）  どれくらいの利用者がいますか。 

柴 委 員 ）  精道幼稚園の場合は火・木，時間的には１０時から１１時半です。人数

は大体１５人から２０人までの間です。 

吉 岡 委 員 ）  子どもの年齢はどれぐらいですか。 

柴 委 員 ）  ３歳児が多いですが，幼稚園まで歩いて来られるぐらいの年齢の子ども

から，また，きょうだいの関係で，乳母車で来られる年齢の子どももおり

ます。 

委 員 長 ）  プログラムは園舎の中でやっているのですか。 

柴 委 員 ）  そうです。 

委 員 長 ）  園庭開放とはまた別ですか。 

柴 委 員 ）  別です。 

委 員 長 ）  園庭開放というのはどのようなものですか。 

柴 委 員 ）  各園，在園児が幼稚園が終わってから，保護者と一緒に園庭で遊んで帰

ります。保護者同士の交流も含めて，３０分，あるいは１時間以内の時間，

開放しております。 

委 員 長 ）  在園児が利用するのですか。 

柴 委 員 ）  そうです。 

委 員 長 ）  このときは，外に先生方がいらっしゃるのですか。 

柴 委 員 ）  できる限り出ておりますが，絶対その時間に先生をそこに配置するとい

うことはありません。 

委 員 長 ）  これを園庭開放としているのですか。 

柴 委 員 ）  地域に広げるとかいうことではなく，保護者にはいつの何時からという

ことで予定を知らせております。 

委 員 長 ）  園庭開放はどれくらいされているのですか。 

柴 委 員 ）  園によって違います。幼稚園は週３回，弁当日がありますが，その降園

時間が２時半です。それから３０分開放する園もあれば，１時間開放する

園もあります。今のところは園独自で，それと保護者の方の要望を聞き，

園の体制も考えながらやっています。 

委 員 長 ）  他にご質問はございませんか。 

吉 岡 委 員 ）  学童保育についてですが，現在，学童保育については，どこかに建物を

建てて使用しているのか，あるいは，小学校を使っているのでしょうか。

また，幼稚園の空き教室の利用についてはお考えでないのかお伺いしま

す。 

波 多 野 部 長 ）  学童保育の関係は，芦屋は留守家庭児童会事業ということで，教育委員 

会が各小学校ごとに実施をしています。学校の一部を使用しておりますが，

足らないところは，校庭に独立した建物で対応しているところもあります。 
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吉 岡 委 員 ）  幼稚園は空き教室があってもそういうのを使うことはないのですか。 

波 多 野 部 長 ）  今のところはございません。 

委 員 長 ）  では，議事の２番，「検討課題の整理」に入ります。 

         本委員会は芦屋市の保育所と幼稚園のあり方検討委員会として設置され

ました。私が簡単に整理させていただきますが，本委員会の設置要綱に示さ

れております第２条には，検討委員会は次に掲げる事項を検討するとありま

す。 

         １番目，「待機児童解消に向けた方策に関すること」。待機児童が昨年の

４月１日現在で３１人でございます。それは国の基準で，芦屋市の基準では

それ以上の待機児童がいるということです。その解消のためにどうするのか

ということを考えるというのが，まず１番目です。 

         ２番目，「保育所と幼稚園との連携に関すること」。保育所と幼稚園がど

ういうふうに今後連携していけるのかといった，考え方について，提案をす

るというのが本委員会の趣旨ではないかなと思います。 

         ３番目，「その他保育所及び幼稚園の今後のあり方について必要な事項に

関すること」。１番目，２番目を検討していきますと，それに付随していろ

いろな問題が発生してくるだろうということで，この３番があります。 

         まず，１番の待機児童解消に向けたということですが，どういうふうな

ことが考えられるのかということを皆さんの率直な意見をいただけたらと

思います。 

         まず，児童をもっと受け入れがしたくてもできない，保育所の所長さん

にお伺いしたいのですが，保育所としてはこの待機児童解消のために，何か

こういうことができるとか，現場の立場で御意見はありませんか。もういっ

ぱいで，できませんというのが正直なところだとは思いますが。 

宗 政 委 員 ）  今，保育所の見学者はすごく多いのが現状です。子どもを連れてという

よりも，まだ子どもがいない方や，妊婦の方など，もうさまざまな方が

保育所見学に来られています。 

お話を聞かせていただきますと，保育所に入所できるという確約がなか

ったら次の仕事に行けない，というすごくせっぱ詰まった方はいらっしゃ

います。 

          それから，保育所の保護者の中でも，会社からいつ復職するのかを聞

かれても，保育所に入所出来ないので，もう少し待ってくださいと言っ

たら，会社からは解雇通告ではありませんが，保育所に入れなく，働け

ないようであれば解雇しますと言われる。どうして解雇するかといえば，

実際にあなたの分はもう社員を雇っているからということで，涙ながら

に，保育所に入れたいという方は結構おります。第２子，第３子が生ま

れる方も，そこら辺の問題もございます。 

今，公立保育所は６保育所ありまして，打出保育所の近くにはこばと保

育園があり，岩園保育所の近くにはあゆみ保育園があり，精道保育所のそ

ばにはさくら保育園があるように，私立の保育園というのはあくまでも２

歳児クラスまでです。公立は０歳から５歳児クラス，または１歳児クラス

から５歳児クラスとそれぞれありますが，結局どこら辺にそのひずみがく

るかというと，どうしても私立が２歳児までで，継続でどこかの公立に入

らないといけないということで，保護者が希望されるところに入るという
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ことは本当に難しいという現実もあります。 

          実際に打出保育所も今，２歳児クラスが２０人ですが，その子どもた

ちがあがってくるということは，３歳児クラスはもうそれで２０人，も

う満杯です。こばと保育園から，打出保育所に行きたいと言ったって，

もうそこには入れないような現状があります。仕事はしたいが，預かっ

てくれる確約はないしという，悩みを保育所は聞きます。これが現状で

す。 

委 員 長 ）  今の現状に対して御意見ございますか。 

齋 藤 委 員 ）  保育推進協議会（保推）でアンケートを実施しましたが，幼稚園と保育

所を一体型にしてほしいという意見も割とありました。どうしてなのかと

思いますと，私もそうですが，幼稚園に興味があるといいますか，幼稚園

教育というものは大事だと思っています。しかし，芦屋の公立幼稚園は延

長保育をしていないのですね。ですから子どもを幼稚園に入れたくても仕

事が５時とか６時まででしたら，預けられないのです。 

今回の資料によると，幼稚園には空き教室があるということにびっくり

しました。幼稚園は必ず入れるということなのですね。そういう現状もあ

るのだなと思いましたし，延長保育がないというのも不思議だなと思いま

した。それがあることによって，選択の幅も広がるでしょうし，私立幼稚

園では３年保育をやっているところもたくさんありますが，芦屋市は２年

保育であるとお聞きしましたが，その辺でも子どもの受け入れというので

はできるのではないかと思いました。 

          確かに私も今，妊娠しておりまして，上の子どもと同じ保育所に預け

たいのですが，預けられるかが不安で，実際にそういうお母さんがたがた

くさんいて，同じ保育所の中でも妊娠している方が何人もおります。保育

所では，きょうだい枠優先となっていて，それだけでもういっぱいの状態

で，待機児童解消になるのかなというのはあります。だからといって，保

育所にたくさんの子どもを預けると，運動場で遊んでいて，ぶつかりそう

なあの姿を見たら，親としては少し心配です。先生たちもそこまでは目が

届かないといいますか，一瞬のことだと思います。基準に余裕をもたして，

もう少し待機児童解消のために子どもを入れましょうというのも納得い

かない感じはします。 

委 員 長 ）  基準では，もういっぱいのところですか。 

水 谷 課 長 ）  弾力化というのもやっておりますが，もうそれも手いっぱいです。 

委 員 長 ）  限界がという言葉がいいのかわかりませんが，限界がきていると思いま

すね。 

齋 藤 委 員 ）  保育所が足りないということと，幼稚園の門戸が狭いかなというのは感

じます。 

委 員 長 ）  保護者の立場として粟田委員はどうですか。 

粟 田 委 員 ）  先生のお話と，同じ保護者の立場の声ということでお聞きしましたが，

待機児童では，０歳が多いのですね。 

水 谷 課 長 ）   ０，１歳ぐらいが多いですね。 

粟 田 委 員 ）  今，幼稚園の組織と保育園の組織とがこうやって顔を合わせることは，

すごくチャンスなのかなと感じています。施設，ハード面の問題とソフ

ト面の人材の部分の問題で，どちらが先に解消できるのかなとか思いま



 

 - 6 -

すと，ハード面というのはお金もかかりますし，場所の問題や，時間も

かかるものだと思いますので，ソフト面で解消できる部分とかというの

はないのでしょうか。 

事 務 局 ）  待機児童解消に関しましては，いろいろ試行錯誤しておりますが，現状

では弾力化運用を最大限利用した形で，何とかつないでいるというような

ことです。ですから抜本的対策としては，ハードをつくればいいのですが，

ハードはすぐにはできません。 

委 員 長 ）  アンケートでは，認定こども園のことがありましたが，その他には何か

ありましたか。 

齋 藤 委 員 ）  ３問ほどだったのですが，公立園の民営化，認定こども園について賛成

か反対かとか，あとは防犯の関係です。あと１点あったと思いますが，

思い出せません。 

回答率は全世帯の４０％ぐらいだったのですが，その中で，認定こども

園に関しては設備が整えばという条件がありましたが，割と賛成という意

見があり，意外だなと思って結果を見ていました。 

委 員 長 ）  アンケートは，いつとられたのですか。 

齋 藤 委 員 ）  昨年の１１月です。 

吉 岡 委 員 ）  認定こども園に関してのアンケートですが，説明をされてご理解された

うえでとられたのか，新聞紙上とかの情報だけでとられたのか，その辺

はどうですか。 

粟 田 委 員 ）  まずアンケートをとるときに，認定こども園というのはどういうものか

ということと，それから実際の状況等については，書面上で説明はして

います。 

吉 岡 委 員 ）  新聞とかの情報で興味があるのかもしれませんね。 

委 員 長 ）  次に，幼稚園側に，待機児童解消に向けて，何かできる方策とか御意見

とか，それから考え方とかございますか。園長先生どうでしょうか。 

柴 委 員 ）  待機児童が多いということは，私たちも知っております。それに対する

解消ということよりも，芦屋市の就学前の子どもたちにどんな教育をして

いくかという，そのあたりを幼稚園としては考えていきたいと言っており

ます。先ほど言われたように，その教育を受けるためには，その子どもた

ちがどんな状態で教育を受けられるような状況になるかということは，幼

稚園としても考えていく必要があるのではないかと，私自身は思っており

ます。 

         幼稚園側として一番申し上げたいことは，今の幼稚園教育というものを

持続し，教育の質というものはちゃんと保持していきたい，その上でのい

ろいろな施策になると思いますが，その施策を，今後，教育委員会と連携

しながら考えていきたいと。今ようやくそこのあたりに目を向けだしてい

ると思います。 

委 員 長 ）  今の幼稚園の教育の持続とか質を落とさないということに関して，具体

的にはどういうことですか。 

柴 委 員 ）  芦屋が培ってきた幼稚園教育といいますのは，５歳児でしたら３５人に

先生が１人，４歳児は３０人に１人ということで配置をしております。そ

の状況の中で先生たちも四苦八苦しながら幼児教育を考え，勉強しながら

行っております。長時間保育というのになれば，先生の目が届かなくなり，
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今の幼稚園の水準が保てるかどうかわかりません。 

委 員 長 ）  長時間預かった場合に，その水準を保てるかと今おっしゃられたのです

が，そういったことについて幼稚園の先生同士で話し合いはありましたか。 

柴 委 員 ）  園長会では話し合っています。教育委員会とは，どういうふうな形でや

っていけるかということについて，ようやく動き出しているとは思ってお

ります。 

委 員 長 ）  いつごろから話し合われているのですか。 

柴 委 員 ）  ２年前ぐらい前からです。 

波 多 野 部 長 ）  ２年前というのは知りませんが，少なくとも今年度に入ってからは園長 

会といろいろと話はしています。 

委 員 長 ）  一定の結論が出るような方向で進められているのですか。 

波 多 野 部 長 ）  その方向ではおりますが，全体的なものにどうしていくのか。いろいろ 

な課題が当然あると思いますし，いわゆる延長保育もありが，幼稚園として

の子育て支援策といいますか，そういう部分についての議論も始めたい。そ

ういう中で，この委員会で，幼稚園の今後のあり方という部分でも投げかけ

をお願いしておりますので，その辺のところの切り口ででも，議論をしてい

ただければありがたいというのは思っております。 

吉 岡 委 員 ）  そういうことは，教育委員会としては今後幼稚園教育も含めて延長保育

の検討や，子育て支援とかを視野に入れて検討していくということです

ね。検討ですからね，どちらになるかいうのは置いといたとしても，方

向としてはそうですね。 

波 多 野 部 長 ）  方向としては，そうですね。 

吉 岡 委 員 ） 大きな検討課題であるという意味合いですね。 

波 多 野 部 長 ）  ご存じのように，幼稚園教育要領もそういう形で既に変わって，２１年 

度からもう実際にスタートしておりますし，教育委員会としてはその方向の

中で考えていくべきであろうというのは基本的に持っています。 

委 員 長 ）  保護者の立場からは少し言いにくいかと思いますが，御意見ございます

か。 

相 井 委 員 ）  私も前回初めて参加させていただいて，幼稚園ではクラス数がとても少

ない幼稚園もあります。宮川幼稚園は一番多いので，そういう環境では

ありませんが，他の会長さんのお話をお聞きすると，クラスも減ってき

ている現状があり，幼稚園の保護者としてはそういう心配もあります。  

保育所では待機児童が多くなって，私もお友達が周りにいますので，保

育所に入れなくて困っているという話を切実に聞くと，いろいろな違い

があるのかなというのを感じております。 

          幼稚園で，延長保育が可能になったとして，働くお母さん方は，では

何時まで保育をしてくれるのかといった時間が関係してくるのではない

かと思います。それによって，働くお母さん方も幼稚園に入れてもいい

かなと考えるのではないでしょうか。 

齋 藤 委 員 ）  保育所の先生方もいろいろなことを教えてくださっていますが，やはり

教育というのは大事だと思います。保育所に行っていても，幼稚園に行

っていても同じ子どもだと思います。 

幼稚園ですと，一緒に小学校にあがる子どもが多いので，子どもの不安

が少ないかなとか，地域のお母さんたちとの交流ももう少し持ちやすいか
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なとか，その辺のことは考えてしまうことはあります。ただ保育所には楽

しく行っていますし，先生たちもいろいろな働きかけをしてくださってい

て，上のクラスの子どもさんを見ていても，楽しそうにしている姿があり，

小さいときから一緒にいるお友達とは協調しています。 

         ただ，正直，言いまして，幼稚園は行かせていないのでわからないので

す，行かせる選択肢もないのです。パートにならないか，職を外れない

とそれができないのが現状です。 

相 井 委 員 ）  もし延長保育が可能になったとした場合に，保護者としての選択の幅が

広がるということはあると思います。しかし，柴園長がおっしゃった一

定の水準を保つという観点から考えますと，新しい仕組みが加わること

によって，変わっていく部分が出るのかなと感じるところもあります。

幼稚園では保護者が園に行って，親子と同じ時間を共有して何かに取り

組んだりとか，そういったところもすごく大切にしている面があります

ので，働かれているお母さん方が幼稚園の保護者の中で割合が多くなっ

たときに，そういった授業というか，教育ができにくくなりますよね。

子どもにとっては自分のお母さんが来てほしい，一緒にそういうことも

したいと思っているのに，私のお母さんは来ていない，その差があると，

幼稚園の中でも難しくなってくるのかなと思います。 

          幼稚園でもパートをされている保護者の方は増えています。急に園か

ら，お母さん方，早目にお帰りのときに来ていただいて一緒に絵本を読

みましょうという，そういうときでも，パートが入っていると急には休

めないので，そのお母さんは来られないのです。そうなると子どもは担

任の先生と一緒に時間を過ごさなければならない。今はフォローできて

いるのですが，そういう子どもが多くなったときに，どういう交流が持

てるのかという心配もあります。 

          ただ，幼稚園の空き教室や，人数が少なくなってきているというとこ

ろをうまく活用していくというような点も考えていくべきかではと思い

ます。保育所を増やすのは，お金もかかることですし，難しいことです

ので，そういったものをうまく活用していくという方法を考えて。しか

し，保育所を増やせば働くお母さんが増えるという話も聞いたりするの

で，間口を広げ過ぎても，どんどん，また増えてしまうのではという心

配もあります。 

委 員 長 ）   島山委員はいかがですか。 

島 山 委 員 ）  単純に考えてしまえば，幼稚園があいているのであれば，幼稚園に行く

人が増えればいいのかなと。待機児童の子どもが，普通に今の幼稚園に

時間内で預けられるような，これは芦屋市がどうこうできるレベルの話

ではないとは思いますが，本来であれば働く女性が社会に進出している

中，働ける時間をもっと自由に選択できるような方向を目指しているに

もかかわらず，実際のところは９時５時や，６時であったりとか。短時

間労働というのが定着している社会になっていないのがひとつ大きな問

題だと思います。 

また，私もどういう方が本当に保育所に預けたいのかということを知

っているわけではないので，経済的な問題で働かないといけないから保

育所に預けられているのか，それとも経済的な理由ではなく働きたいか 
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ら保育所に預けると。その人ではまた随分と違ってくると思います。 

         そういう意味では経済的な部分であと幾らかあればフルタイムで働かな

くても済むという方には，例えば，幼稚園に預けられる時間内の短時間勤

務で働き，不足分を市が個人に援助することによって今空いている幼稚園

に行っていただく。その援助額と新たに保育所を増やしていくこととの費

用を比べてみればどうなるのかなとか。今，幼稚園の枠があるのであれば，

いろいろなやり方で今の体制のままでもできる考え方もあるのではないか

と少し思ったりもしますが，難しい問題ですね。 

委 員 長 ）  随分建設的な意見をいただきまして，ありがとうございます。 

         質問なのですが，低年齢児しか受け入れていない私立の保育所がありま

すね。これはどうしてなのですか。 

宗 政 委 員 ）  詳しくは知りませんが，芦屋市というのはまず幼稚園ありきではありま

せんが，土地柄といいますか，芦屋という名のもとで，民間の保育所か

ら赤ちゃんホーム，箱舟保育所が乳児保育を０・１・２歳クラスの中で

保育をしていたと聞いています。昔は邸宅や銀行の社宅であったものを，

だんだん売り払ってマンションになり，他市や県外からの若い転入者が

増えて，保育所の需要が多くなってきたこともありますし，今，言われ

たみたいに，保育所というのは，本当にせっぱ詰まって，福祉の観点か

ら，本当に困って働きたいという人と，例えば看護師さんであったり保

育士さんであったり，弁護士さんであったり，いろいろな方も来てらっ

しゃる中で，自分の専門性を生かして働きたいという，そういうキャリ

アを持っている方もたくさんいらっしゃいます。 

仕事と家庭を両立させていけるところが保育所という施設じゃないか

なと私はすごく思いますので，芦屋市民として，みんなが幼稚園も保育所

も，いろいろな壁はありますが，市民が仕事をしたいという，その願い，

希望とかというのは，私は平等に入れたらいいなとすごく思います。保育

所は特にいろいろな働き方の方がいらっしゃいますので。 

          私個人の意見として，幼稚園が３歳児～５歳児まであれば，入りたい

ところに入れられるのではないかなと。それは働き方として，パートで

も，例えば４時間，５時間ぐらいの方でも仕事ができるというふうに幅

広くできる施設として，考えていかなければいけないのではないかと思

いました。 

委 員 長 ）   ほか何か御意見ございますか。 

水 谷 課 長 ）   今，所長が言われましたように，古い保育園については０歳～２歳， 

乳児保育ということでしたが，最近開園した２つの園については，山手夢

は０歳から５歳。浜風夢は３歳から５歳。今度新しくできる園は０歳から

５歳というような，年齢区分を設けております。 

委 員 長 ）  ０歳～２歳までの保護者はどうしているのか，少し気になります。 

齋 藤 委 員 ）  この間の懇談会でも，２歳児から３歳児に入れないのをどうしたらいい

かという意見が出ていました。 

事 務 局 ）  市としましては，２歳から３歳にあがるときには，必ず受け入れるとい

う体制はとっております。ただ，１００％第１希望の園に入れるとは限り

ません。これについては，保護者の方に御理解いただいているわけです。 

吉 岡 委 員 ）  多分，お母さん方の不安というのは同じ保育園へ，行けるかなというの
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が一番不安とおっしゃっていましたね。定員の枠がありますので，あふ

れる人も中には出てくるというところでは，次のお子さんを産むときに，

保育園は預かる保証があるといえども，精神的な負担というのもあるで

しょうね。 

水 谷 課 長 ）  そうですね。そういうご相談もございます。 

吉 岡 委 員 ）  市も苦しいですね。 

水 谷 課 長 ）   ご事情は理解できますが，枠というものがありますので。 

吉 岡 委 員 ）  現実的には，お子さんが２人いて，二つの保育園を渡り歩いている現実

はどれぐらいあるのですか。 

宗 政 委 員 ）   現実いらっしゃいます。例えば７時半から園はあいていますが，あっ 

ちもこっちも保育所へ行こうと思ったら，何時に起きて何時に御飯食べて

とか想像してしまいます。 

吉 岡 委 員 ）  園の行事とかも違うから，両方行かなければならないようになったりし

ますね。 

宗 政 委 員 ）   １日にいる時間が長いので，着がえ，お布団，シーツとか，全部含め 

         てになるので，二園になると保護者の方も負担が大きくなります。 

委 員 長 ）   今，聞いていますと，芦屋で育つ子どもを，幼稚園も保育所も協力し

合って育てていくというふうな観点，こちらの保護者（保育所）の方か

らも出ていましたが教育面は幼稚園のほうがリードできる部分もあるの

ではないかと。こちらの方（幼稚園）からは利用できるものも利用して

もいいのではないかという意見も出ておりましたし，それから現実とい

うか，具体的な実情というものも出てきたかと思いますが，何か現状を

聞いていて，こっちも大変，あっちも大変。でもそれはお互いがお互い

の立場を超えて理解し合うということで，もっといい方法が見つかるん

じゃないかなというふうに感じましたが，いかがですか。 

吉 岡 委 員 ）  今の状況や，前回から数字を出していただいて，ある程度のイメージは

できましたが，これは，私の個人的な感覚かもわかりませんが，お母さ

ん方もおっしゃっていたように，幼稚園の様子も聞かせていただいて，

何となくわかったとかおっしゃっているように，目でというのか，肌で

というのか，実際に芦屋の幼稚園・保育所が現実的にはどんな状況であ

るのか，知ってみたい，見てみたいということがあります。空き教室が

あっても，こういう形で利用しているとか，こういう空間もあって，い

い利用ができないのかも含めて知ってみたいなという気はしました。 

委 員 長 ）  理解し合うということが一番必要かと思いますが，例えばこの委員会で

そういったところを視察するということは可能ですか。 

磯 森 部 長 ）  日程調整がつけば，結構です。ただ，保育所にしても，幼稚園にしても， 

時間帯が昼間になると思いますが，その辺でもよろしいですか。 

波 多 野 部 長 ）  当然幼稚園ですから，子どもが，いる時間帯のほうがいいですね。そう 

        すると午前中という設定にはなります。 

磯 森 部 長 ）  一度，実際目で見ていただいたほうが実感としていいですね。 

吉 岡 委 員 ） お母さん方の話を聞いていますと，幼稚園という選択肢もなかったし，見 

ていない。教育がどうかという不安も持っているとかいろいろおっしゃって

いましたので，目で見るというのはすごく大事かなと私は個人的に思いまし

た。 
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斉 藤 委 員 ）  園庭開放も見たことはありますが，どういう方が来られるのだろうと思 

っておりました。保育所は割と地域の人が来られていますが，今お聞きして

いて，園の保護者っておっしゃっていたので，ああそうなのだなと，今思い

ました。 

吉 岡 委 員 ）  そういうことも含めて理解をするという意味ではよいと思います。 

波 多 野 部 長 ）   一度双方見ていただいて，その上でまたこういう議論をしていただく 

というのは，それはいいことだと思いますね。 

磯 森 部 長 ）   保育所と幼稚園と両方の施設，ごらんになっていただくのが一番いい 

と思いますが，それともう一つ，浜風小学校というのがありますが，そこの

校舎の一部分を，保育所に仮でお借りしているところもあります。せっかく

ほかの施設も見られるのでしたら，そこもあわせてごらんになっていただい

たらいいかと思いますので，その辺は委員の皆さんでお決めいただいたら，

手配はさせていただきます。 

波 多 野 部 長 ）  そこは民間保育所が入っていますから，公立幼稚園，保育所と，あと民 

間保育所という部分では見られますね。 

委 員 長 ）  今，吉岡委員から提案ありました，お互いが理解し合う一つの方法とし

て，実際に足を運んで見てみる，現状を知ってみるということで進めてみ

ようかと思いますが，委員の皆様はどうでしょうか，よろしいでしょうか。  

日程は調整しないといけませんが，一応方向性としてはいいですか。 

柴 委 員 ）  近々ですか。今年度ですか。 

水 谷 課 長 ）  今のところは３月の後半あたり，ちょっと忙しい時期ですがその時期を 

考えています。 

齋 藤 委 員 ） 私は３月に都合がつかないときがあります。 

委 員 長 ）  そうしますと近々にするか，ずっと遅らせるかですね。 

齋 藤 委 員 ） ３月上旬でしたら行けるとは思いますが。それ以外は予定がつきません。 

委 員 長 ）  では，一応その方向で行くということで，この議論は切らせていただい

てよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

         議事の３番目，その他がありますが，事務局のほうから何かありますか。 

水 谷 課 長 ）  特にございません。 

 

（日程調整） 

 

委 員 長 ）  では，一応ですが，次回の開催につきましては３月２日火曜日，９時半

ぐらいから１１時ぐらいの間で開催をしたいと思います。どこかの幼稚園

もしくはどこかの保育所，それから民間の保育園，その辺あたりを見学さ

せていただければと思っています。その後，それを見た感想を述べて，ま

た議論を深めてまいりたいと思います。具体的な場所については事務局に

お任せするということで，よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

         では，議事，その他すべて終了しましたので，事務局のほうに返したい

と思います。 

水 谷 課 長 ）  それでは特にございません。ありがとうございました。 

 


